
 

規    則 

 

 

 「千曲市保育所条例施行規則の一部を改正する規則」をここに公布する。 

 

 

  令和８年３月２５日 

 

 

                      千曲市長 小川 修一 

 

 

千曲市規則第１４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

千曲市保育所条例施行規則の一部を改正する規則 

 

千曲市保育所条例施行規則（平成15年千曲市規則第47号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「                   「 

埴生保育園 80人 埴生保育園 90人

                 」を                   」に、 

「                   「 

五加保育園 150人 五加保育園 200人

                 」を                   」に

改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


